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商法・民事訴訟法・刑事訴訟法 
 

 

 

1. 試験開始の合図があるまで，この問題用紙の中を見てはいけません。 

2. 試験時間は，商法，民事訴訟法，刑事訴訟法の 3 科目で 90 分です。 

3. 試験中に問題用紙の印刷不鮮明や解答用紙の汚れ等に気付いた場合は，手を挙げて監督

者に知らせてください。 

4. 解答にあたっては，六法の使用を認めません。 

5. 解答にあたっては，必ず黒か青のペンまたはボールペン(鉛筆は不可)を使用してくださ

い。 

6. 解答用紙に記入するときには，下記の点に注意してください。 

（1）受験番号・氏名を所定欄に記入してください。 

（2）訂正する場合は，＝線で消すなどして，分かりやすく訂正してください。 

（3）解答用紙は，折り曲げたり汚したりしないでください。 

7. 問題用紙の余白等は適宜利用してかまいません。 

8. 試験終了後，問題用紙は持ち帰ってください。
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【商  法】 

以下の第１問から第１５問について、会社法の規定及び判例の趣旨に照らし、正しいも

の、誤っているもの又は適切なものを１つ選び、その数字を解答欄に記入しなさい。 

 

第１問 会社法の総則等について、以下の記述のうち正しいものを１つ選びなさい。 

１．株式会社においては、株主が一人しかいない一人会社の存続は認められていない。  

２．最高裁判所の判例によれば、会社の定款に記載された目的自体に包含されない行為は、

仮に目的遂行に必要な行為であっても、その会社の目的の範囲には属さない。 

３．大会社かどうかは、最終事業年度に係る損益計算書に計上した経常利益が基準になる。 

４．会社の住所は、その本店の所在地にあるものとされている。 

５．持分会社には、有限責任事業組合も含まれている。 

 

第２問 株式及び株主等について、以下の記述のうち誤っているものを１つ選びなさい。 

１．株主総会における議決権の行使について、異なる種類の株式の発行は可能である。 

２．発行する全部の株式の内容として譲渡制限の定めを設ける定款の変更については、株主

総会の特別決議が必要になる。 

３．株式会社の業務及び財産の状況を調査する検査役の選任請求権は、少数株主権である。 

４．最高裁判所の判例によれば、他人の承諾を得てその名義を用い株式を引受けた場合にお

いては、名義人ではなく、実質上の引受人（名義借用者）がその株主となる。 

５．株式会社は、株主に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の新株予約権の割当

てをすることができる。 

 

第３問 株主総会について、以下の記述のうち正しいものを１つ選びなさい。 

１．株主が取締役に対し、株主総会の招集を請求することは常に認められていない。 

２．株主は、株主総会において原則として、自己が議決権を行使できる当該株主総会の目的

である事項につき、議案を提出することができる。 

３．株式会社は、株主総会に出席できる代理人の数を制限することができない。 

４．株主は株主総会において、単元株式数を定款で定めている場合であっても、その有する

株式１株につき１個の議決権を有する。 

５．取締役は、株主総会において株主から説明を求められた場合には、正当な理由があって

も説明を拒むことはできない。 

 

第４問 株式会社の機関について、以下の記述のうち誤っているものを１つ選びなさい。 

１．株式会社には、１人又は２人以上の取締役を置かなければならない。 

２．公開会社は、取締役会を置かなければならない。 

３．指名委員会等設置会社には、１人又は２人以上の執行役を置かなければならない。 

４．監査等委員会設置会社は、会計参与を置かなければならない。 
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５．公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。 

 

第５問 取締役について、以下の記述のうち正しいものを１つ選びなさい（監査等委員会設

置会社及び指名委員会等設置会社は除く）。 

１．すべての公開会社における取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のう

ち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしなければならない。 

２．定款の定め又は株主総会の決議を要する取締役の報酬等には、額が確定していないもの

は含まれない。 

３．最高裁判所の判例によれば、取締役の第三者に対する責任は、第三者保護のための特別

の法定責任を定めたものである。 

４．株式会社の社外取締役は、当該株式会社の取締役の配偶者であっても就任することがで

きる。 

５．取締役は、株式会社の許可を受けなければ、自ら営業を行ってはならない。 

 

第６問 代表取締役又は取締役会について、以下の記述のうち誤っているものを１つ選び

なさい（監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は除く）。 

１．大会社の代表取締役については、共同代表制をとらなければならない。 

２．最高裁判所の判例によれば、取締役の一部の者に対する招集手続を欠く場合でも、その

取締役が出席してもなお取締役会の決議の結果に影響がないと認めるべき特段の事情が

あるときは、決議は有効になる。 

３．大会社である取締役会設置会社において取締役会は、いわゆる内部統制システムに関す

る事項を決定しなければならない。 

４．取締役会設置会社の債権者には、法定の要件を満たすことにより取締役会の議事録の閲

覧等を請求することも認められている。 

５．特別取締役の互選によって定められた者は、特別取締役による取締役会の決議後、遅滞

なく、当該決議の内容を特別取締役以外の取締役に報告しなければならない。 

 

第７問 監査役又は会計参与について、以下の記述のうち正しいものを１つ選びなさい。 

１．監査役は、その株式会社の子会社の使用人を兼ねることができる。 

２．監査役の任期については、1 年ごとの自動更新制になる。 

３．その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会

社の監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他の法務省令で定め

るものを調査し、その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。 

４．監査役会は、その会社の各事業年度に係る事業報告を作成しなければならない。 

５．会計参与は、会社に対しその職務執行に関する費用等を請求することはできない。 

 

第８問 株式会社の計算又は社債等について、以下の記述のうち誤っているものを１つ選

びなさい。 



- 3 - 

 

１．裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の

提出を命ずることができる。 

２．株主資本等変動計算書は、株式会社が各事業年度に作成義務を負う計算書類に含まれな

い。 

３．株主及び債権者は、株式会社の営業時間内はいつでも、計算書類等の閲覧等の請求をす

ることができる。 

４．資本金の額を減少するときは、原則として株主総会の特別決議が必要である。 

５．社債発行会社が社債権者に対してする通知又は催告は、原則として社債原簿に記載し、

又は記録した当該社債権者の住所にあてて発すれば足りる。 

 

第９問 会社の組織再編である会社分割について、以下の記述のうち正しいものを１つ選

びなさい。 

１．合同会社は、会社分割をすることはできない。 

２．すべての会社分割においては、残存債権者に原則として承継会社等に対する債務の履行

請求権が認められている。 

３．吸収分割の当事会社は、原則として効力発生日の前日までに株主総会の特別決議によっ

て、吸収分割契約の承認を受けなければならない。 

４．吸収分割株式会社の反対株主には、原則として株式の買取請求権が認められていない。 

５．会社の新設分割の無効の訴えの被告は、その新設分割により設立する会社のみになる。 

 

第１０問 持分会社について、以下の記述のうち誤っているものを１つ選びなさい。 

１．法人であっても、持分会社の業務を執行する社員になることができる。 

２．持分会社は、定款又は定款の定めに基づく社員の互選によって、業務を執行する社員

の中から持分会社を代表する社員を定めることができる。 

３．持分会社において各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社できる。 

４．持分会社は、利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を定款で定

めることができる。 

５．合名会社の資本金の額は、登記事項である。 

 

第 11問 以下の記述の空欄に適切なものを１つ選びなさい。 

 種類株式発行会社が（  ）である場合において、議決権制限株式の数が発行済株式の総

数の２分の１を超えるに至ったときは、株式会社は直ちに議決権制限株式の数を発行済株

式の総数の２分の１以下にするための必要な措置をとらなければならない。 

１．監査等委員会設置会社 

２．監査役会設置会社 

３．指名委員会等設置会社 

４．公開会社 

５．大会社 
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第 12問 以下の記述の空欄に適切なものを１つ選びなさい。 

 株式会社が株式の併合をすることにより株式の数に 1 株に満たない端数が生ずる場合に

は、（  ）は、当該株式会社に対し、自己の有する株式のうち１株に満たない端数となる

ものの全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 

１．反対株主 

２．種類株主 

３．単元未満株主 

４．売渡株主 

５．特別支配株主 

 

第 13問 以下の記述の空欄に適切なものを１つ選びなさい。 

 監査役会の決議は、監査役の（  ）をもって行う。 

１．２分の１以上に当たる多数 

２．過半数 

３．３分の２以上に当たる多数 

４．４分の３以上に当たる多数 

５．全員の同意 

 

第 14問 以下の記述の空欄に適切なものを１つ選びなさい。 

 執行役は、指名委員会等設置会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したと

きは、直ちに、当該事実を（  ）に報告しなければならない。 

１．監査委員 

２．取締役会 

３．監査等委員会 

４．監査役会 

５．株主総会 

 

第 15問 以下の記述の空欄に適切なものを１つ選びなさい。 

 株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から（  ）、その会計帳簿及びその事業に関する重要

な資料を保存しなければならない。 

１．６か月間 

２．１年間 

３．３年間 

４．５年間 

５．１０年間 

以 上 
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【民事訴訟法】 

問１～10 〔配点：各１点〕 

以下の各問について、それぞれ内容が正しい場合は１を、誤っている場合は２を選びなさ

い。なお、争いがある場合には判例によるものとする。 

 

問１ 裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。 

 

問２ 未成年者は、独立して法律行為をすることができる場合、法定代理人によらなくても、

訴訟行為をすることができる。 

  

問３ 原告が、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従う訴えの提起の手数料を納付しな

い場合、裁判所は、判決で、訴えを却下することができる。 

  

問４ 裁判長は、口頭弁論の期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律

上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。 

 

問５ 原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしな

いときは、裁判所は、訴えの取下げがあったものとみなす。 

  

問６ 裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要

しない。 

 

問７ 裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、当事者本人の尋

問に代え、書面の提出をさせることができる。 

 

問８ 判決は、言渡しによってその効力を生ずる。 

 

問９ 裁判所は、補助参加の申出の許否について、申立てにより、または職権で、決定で、

裁判をする。 

 

問 10 控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合であっても、すること

ができない。 
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問 11～20 〔配点：各３点〕 

以下の問いについて、選択肢１～４のうちから１つを選びなさい。なお、判例がある場合

には、判例に基づいて解答しなさい。 
 

問 11 移送に関する各記述のうち、誤っているものはどれか。 

１ 訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るための移送は、被告の申立てによ

ることなく、裁判所が職権ですることができる。 

２ 簡易裁判所に係属する本訴に対し、本訴被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求

をした場合において、本訴原告の申立てがあるときは、簡易裁判所は、本訴及び反訴を地

方裁判所に移送しなければならない。 

３ 当事者が専属的合意管轄を定めた場合には、法定管轄のある他の裁判所に訴えを提起

することは管轄違いであるから、訴えの提起を受けた裁判所は、当事者が合意した裁判所

に訴訟を移送しなければならない。 

４ 確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束するが、移送決定の確定後に新たな

事由が生じたときは、移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することがで

きる。 

 

問 12 当事者に関する各記述のうち、誤っているものはどれか。 

１ 債務者の債権を差し押さえた差押債権者は、第三債務者に対する取立訴訟の原告とな

ることができる。 

２ 民法上の組合において、組合規約により自己の名で組合財産を管理し対外的業務を執

行する権限を与えられた組合員は、組合財産に関する訴訟の当事者となることができる。 

３ 特定不動産の受遺者が、遺言の執行として当該不動産の所有権移転登記手続を求める

訴えを提起する場合において、遺言執行者がいるときは、相続人ではなく遺言執行者を被

告としなければならない。 

４ 株式会社の支配人は、当該株式会社のために、その事業に関する訴訟の当事者となるこ

とができる。 

 

問 13 確認の利益に関する各記述のうち、正しいものはどれか。 

１ 相続開始後に遺言の無効確認を求める訴えは、遺言が有効であるとすれば、それから生

ずべき現在の特定の法律関係が存在しないことの確認を求めるものと解される場合であ

っても、確認の利益を欠く。 

２ 遺言者生存中に遺言の無効確認を求める訴えは、たとえ遺言者が精神上の障害により

事理を弁識する能力を欠く常況にあり、当該遺言の撤回又は変更の可能性が事実上ない

状態であっても、確認の利益を欠く。 

３ 共同相続人間における遺産確認の訴えは、特定の財産が現に共同相続人による遺産分

割前の共有関係にあることの確認を求めるものと解される場合であっても、確認の利益

を欠く。 
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４ 共同相続人間において、共同相続人の一人についての相続欠格事由の存否を争う場合

に、その者が被相続人の遺産につき相続人の地位を有しないことの確認を求める訴えは、

確認の利益を欠く。 

 

問 14 準備的口頭弁論に関する各記述のうち、誤っているものはどれか。 

１ 準備的口頭弁論の期日を傍聴するためには、裁判所の許可が必要である。 

２ 準備的口頭弁論の期日は、当事者の一方だけを呼び出して行うことができない。 

３ 準備的口頭弁論は、受命裁判官に命じて行わせることができない。 

４ 準備的口頭弁論の期日においては、文書の証拠調べをすることができる。 

 

問 15 Ｘは、Ａ所有の建物をＡから買い受けたと主張して、当該建物を占有しているＹを

被告として、所有権に基づき建物の明渡しを求める訴えを提起した。この場合における、

自白の効力に関する各記述のうち誤っているものはどれか。 

１ Ｙが抗弁として、Ｘとの間で当該建物について使用貸借契約を締結した旨を主張し、Ｘ

がこれを認める旨を陳述した場合、Ｙの同意があれば、Ｘは、当該陳述を撤回することが

できる。 

２ ＹがＡを賃貸人、Ｙを賃借人とする賃貸借契約書を提出して書証の申出をした場合に

おいて、Ｘが、当該契約書は真正に成立したことを認める旨を陳述したときは、裁判所は、

当該契約書が真正に成立しなかったと認めることはできない。 

３ Ｙが抗弁として、Ａとの間で当該建物について、賃料１か月１０万円とする賃貸借契約

を締結した旨を主張した場合において、Ｘが、賃貸借契約締結の事実は否認しつつ、Ｙが

Ａに毎月１０万円の金員を支払っていたとのＹの主張部分は認める旨を陳述したときで

あっても、裁判所は、ＹのＡに対する金員の支払の事実を判決の基礎としなくてもよい。 

４ Ｙが抗弁として、Ａとの間で当該建物について賃貸借契約を締結した旨を主張し、Ｘが

これを認める旨を陳述した場合、裁判所は、賃貸借契約締結の事実が存在することを判決

の基礎としなければならない。 

 

問 16 訴えの取下げに関する各記述のうち、誤っているものどれか。 

１ 和解の期日において、訴えの取下げを口頭ですることができる。 

２ 当事者双方が、連続して２回、口頭弁論期日に出頭しなかったときは、被告の同意を得

なくても、訴えの取下げの効力を生ずる。 

３ 訴えの取下げは、口頭弁論期日が開かれた後は、相手方が訴えの却下を求め、その理由

のみを主張している場合であっても、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。 

４ 終局判決があった後に訴えの取下げをした当事者は、新たな訴えの利益又は必要性が

存するときは、前訴と当事者及び訴訟物を同一とする訴えを提起することができる。 
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問 17 確定判決の効力に関する各記述のうち、誤っているものはどれか。 

１ 土地賃貸人から提起された借地上に建物を所有する土地賃借人に対する建物収去土地

明渡請求訴訟で請求を認容する判決が確定した場合、賃借人は、その後に提起した請求異

議の訴えにおいて、建物買取請求権を行使し、その効果を異議の事由として主張すること

ができる。 

２ 金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求訴訟で請求を認容する判決が確定した場合、

借主は、その後に提起した請求異議の訴えにおいて、当該貸金返還請求訴訟の提起前に完

成した当該貸金返還請求訴訟に係る貸金債権の消滅時効を援用して、その時効による消

滅を異議の事由として主張することができない。 

３ 金銭消費貸借契約に基づく貸金返還請求訴訟で請求を認容する判決が確定した場合、

借主は、その後に提起した請求異議の訴えにおいて、当該貸金返還請求訴訟の事実審の口

頭弁論終結前に相殺適状にあった貸主に対する債権を自働債権とし、当該貸金返還請求

訴訟に係る貸金債権を受働債権とする相殺の意思表示をし、その効果を異議の事由とし

て主張することができる。 

４ 売買契約に基づく土地引渡請求訴訟で請求を認容する判決が確定した場合、売主は、そ

の後に提起した請求異議の訴えにおいて、当該売買契約につき詐欺による取消権を行使

し、その効果を異議の事由として主張することができる。 

 

問 18 共同訴訟に関する各記述のうち、誤っているものはどれか。 

１ 甲土地を共有するＸ１、Ｘ２及びＸ３全員が原告となって、共有権に基づき所有権移転

登記手続を求めた訴訟の係属中に、Ｘ１が訴えの取下げをしても、その取下げの効力は取

下げをしたＸ１にしか及ばず、Ｘ２及びＸ３には効力を生じない。 

２ 共同相続人間における遺産確認の訴えにおいて、口頭弁論期日に共同原告のうち一人

が欠席した場合であっても、被告は、準備書面に記載していない事実を主張することがで

きる。 

３ 甲土地の所有者Ｘが、甲土地上にある建物を共同で相続したＹ１及びＹ２のうち、Ｙ１

のみに対して、土地所有権に基づき建物収去土地明渡しを求める訴えを提起することは、

適法である。 

４ ある土地が複数の入会権者の総有に属することの確認を求める訴訟において、原告で

ある共同訴訟人の一人が死亡した場合には、その者に訴訟代理人がいるときを除き、訴訟

手続は、共同訴訟人の全員について中断する。 

 

問 19 補助参加に関する各記述のうち、誤っているものはどれか。 

１ 補助参加を許さない旨の決定が確定した場合、同じ理由に基づく再度の補助参加の申

出をすることは許されない。 

２ 通常共同訴訟においては、共同訴訟人間に共通の利害関係があるとき、補助参加の申出

をしないとしても、当然に補助参加をしたと同一の効果を生ずる。 
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３ Ｙ及びＺの共同不法行為を理由とするＹ及びＺに対するＸの損害賠償請求訴訟の第一

審において、Ｙに対する請求を認容し、Ｚに対する請求を棄却する判決がされ、Ｙが自己

に対する判決につき控訴しない場合に、Ｙは、自己の求償権の保全を理由としてＸＺ間の

判決について控訴するためＸに補助参加をすることができる。 

４ 補助参加を許可する旨の裁判に対する抗告審が、即時抗告の相手方たる補助参加申出

人に対し、即時抗告申立書の副本の送達をせず、反論の機会を与えることなく、補助参加

を許さない旨の判断をしたことは、憲法第３２条所定の「裁判を受ける権利」を侵害する

ものではない。 

 

問 20 控訴に関する各記述のうち、誤っているものはどれか。 

１ 二つの請求が併合されている訴訟において、第一審裁判所がそのうちの一つの請求に

ついて判決をした場合には、当事者は、残りの請求についての判決を待たなければ、控訴

を提起することができない。 

２ 第一審裁判所が、訴えを不適法として却下するとの判決をした場合には、請求棄却の判

決を求めた被告は、控訴の利益を有する。 

３ 請求を一部認容した第一審判決に対し、原告が控訴を提起した場合、控訴裁判所は、訴

訟要件がないと判断すれば、不利益変更禁止の原則にかかわらず、訴えを却下することが

できる。 

４ 請求の客観的予備的併合の訴訟で、主位的請求を棄却して予備的請求を認容した第一

審判決に対して被告のみが控訴を提起した場合、控訴裁判所は主位的請求の当否を判断

することができない。 

以 上 
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【刑事訴訟法】 

第１問 

 次のアからオまでの各記述のうち、刑事訴訟法の規定上、正しいものの組合せは、後記１

から６までのうちどれか。１つ選びなさい。 

ア. 被害者の親権者は、被害者の明示した意思に反して告訴をすることができる。 

イ．告発は、書面又は口頭で、検察官、検察事務官又は司法警察員にしなければならない。 

ウ．変死者又は変死の疑いのある死体が発見された場合、検察官は、検視を行わなければな

らないが、検察事務官又は司法警察員にこれをさせることができる。 

エ．検視を行うに当たっては、令状なくして、対象となる死体を切開して胃の内容物を採取

することができる。 

オ．司法警察員は、口頭による自首を受けたときは調書を作らなければならない。 

１．ア イ  ２．ア ウ  ３．イ ウ  ４．イ エ   ５.ウ エ  ６．エ オ 

 

第２問 

次のアからオまでの各記述のうち、適法となる余地のないものの組合せは、後記１から

６までのうちどれか。１つ選びなさい。 

ア．司法巡査が、私人から現行犯人を受け取り、これを司法警察員に引致した。 

イ．司法巡査が、被疑者を逮捕した後、弁解録取手続を行った。 

ウ．司法警察員が、逮捕された被疑者の勾留を請求した。 

エ．検察事務官が、緊急逮捕状を請求した。 

オ．検察事務官が、捜索差押許可状を請求した。 

１．ア イ  ２．ア オ  ３．イ ウ  ４．イ エ ５．ウ エ ６．エ オ 

 

第３問 

 次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものは幾つあるか。後記１から６までのう

ちから１つ選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。 

ア．強制手段とは、有形力の行使を伴う手段を意味するものではなく、個人の意思を制圧し、

身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規

定がなければ許容することが相当でない手段を意味するものであって、この程度に至ら

ない有形力の行使は、任意捜査においても許容される場合がある。 

イ．強盗殺人事件の捜査に関し、公道上を歩いている被疑者の容ぼう等を撮影することは、

防犯ビデオに写っていた犯人の容ぼう等と被疑者の容ぼう等との同一性の有無という犯

人を特定するための重要な判断に必要な証拠資料を入手するためであっても、被疑者の

同意がある場合や、裁判官の令状がある場合でなければ、許容されることはない。 

ウ．警察官が、覚醒剤の使用ないし所持の容疑がかなり濃厚に認められる者に対する職務質

問中に、その者の承諾がないのに、その上衣の内ポケットに手を差し入れて所持品を取り

出したうえ検査する行為は、職務質問に附随する所持品検査において許容される限度を

超えるとの評価を受けることはない。 
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エ．荷送人や荷受人の承諾を得ることなく、宅配便業者の運送過程下にある荷物について、

外部からエックス線を照射して内容物の射影を観察する捜査手法は、その射影によって

荷物の内容物の形状や材質をうかがい知ることができるだけでなく、その品目等を相当

程度具体的に特定することも可能である場合には、荷送人や荷受人の内容物に対するプ

ライバシー等を大きく侵害するものであるから、検証としての性質を有する強制処分に

当たる。 

オ. 車両に使用者らの承諾なく秘かにＧＰＳ端末を取り付け、情報機器でその位置情報を検

索し、画面表示を読み取って当該車両の所在と移動状況を把握する捜査手法は、個人のプ

ライバシーの侵害を可能とする機器をその所持品に秘かに装着することによって、合理

的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入するものであり、刑事訴訟法上、

特別の根拠規定がなければ許容されない強制処分に当たる。 

１．０個 ２．１個 ３．２個 ４．３個 ５．４個 ６．５個 

 

 

第４問 

次の【事例】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち、誤っているものは幾つ

あるか。後記１から６までのうちから１つ選びなさい。 

【事例】 

令和７年１２月１日午前１時５０分頃、司法警察員Ｘは、近隣住民から「Ｔ公園で男性が

血を流して倒れている。」との通報を受け、Ｔ公園に向かい、同日午前２時頃、頭から血を

流して倒れているＶを発見した。Ｖは、Ｘに「男に金属バットで頭を殴られ、迷彩柄の財布

を奪われた。」と説明した。そこで、Ｖを被害者とする強盗傷人事件の捜査が開始された。 

Ｘは、同日午前３時頃、Ｔ公園内の人気のない草むらで、血痕が付着した金属バットを発

見し、①その場でこれを押収した。また、ＸがＴ公園内に設置された防犯カメラの映像を確

認したところ、同日午前１時頃に金属バットを手に持っている男（甲）が映っていた。 

Ｘは、同日午前５時頃、Ｔ公園から約１キロメートル離れた公道上を歩いている甲を見付

け、②甲の尾行を開始した。その尾行中、Ｘは、甲が迷彩柄の財布を上着のポケットから取

り出し、再び同ポケットに戻したことを確認したため、甲に声を掛け、自らが警察官である

ことを告げた上で、所持品を見せるよう求めた。すると、甲は、上着のポケットから何かを

取り出そうとしたが、その際、透明のポリ袋を路上に落とした。Ｘは、甲の同意を得て同ポ

リ袋を拾い、中に白色粉末が入っていることを確認した。Ｘは、同粉末について、③覚醒剤

の予試験を実施したところ、覚醒剤であるとの試験結果が得られた。そこで、Ｘは、④甲を

覚醒剤取締法違反（所持）の被疑事実で逮捕し、⑤同ポリ袋とともに、甲の上着のポケット

内にあった迷彩柄の財布を押収した。 

【記述】 

ア．下線部①につき、Ｘは、金属バットを押収するに当たり、裁判官による令状の発付を受

ける必要がある。 
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イ．下線部②につき、Ｘは、甲を尾行するに当たり、裁判官による令状の発付を受ける必要

がある。 

ウ．下線部③につき、Ｘは、予試験を実施するに当たり、甲が同意しているか否かを問わず、

裁判官による令状の発付を受ける必要がある。 

エ．下線部④につき、Ｘは、甲を逮捕するに当たり、裁判官による令状の発付を受ける必要

がある。 

オ．下線部⑤につき、Ｘは、証拠物を押収するに当たり、ポリ袋と財布のいずれについても、

裁判官による令状の発付を受ける必要がある。 

１．０個 ２．１個 ３．２個 ４．３個 ５．４個 ６．５個 

 

第５問 

次のⅠからⅢの【見解】は、逮捕・勾留の要件が備わらないＡ事実での逮捕・勾留に先立

って、逮捕・勾留の要件が備わっているＢ事実で逮捕・勾留する場合の適法性に関するもの

である。【見解】に関する後記アからオまでの【記述】のうち、誤っているものの組合せは、

後記１から６までのうちどれか。１つ選びなさい。 

【見解】 

Ⅰ．事実について逮捕・勾留の要件が備わっているか否かを基準に適法性を判断すべきであ

り、Ｂ事実について逮捕・勾留の要件が備わっている限り、Ｂ事実による逮捕・勾留は適

法である。 

Ⅱ．Ｂ事実について逮捕・勾留の要件が備わっていたとしても、捜査機関がＢ事実による逮

捕・勾留を専ら又は主としてＡ事実の捜査に利用する意図である場合には、Ｂ事実による

逮捕・勾留は実質的にＡ事実による逮捕・勾留と評価され、違法となる。 

Ⅲ．Ｂ事実によって逮捕・勾留された後の身体拘束期間が主としてＡ事実の捜査のために利

用されるに至った場合には、それ以降の身体拘束は、Ｂ事実による逮捕・勾留としての実

体を喪失し、Ａ事実による身体拘束となっていると評価され、違法となる。 

【記述】 

ア．Ⅰの見解では、Ｂ事実による身体拘束が適法に行われたものである以上、仮にその身体

拘束期間中に専らＡ事実の取調べが行われており、Ｂ事実の取調べが全く行われていな

いような場合でも、Ａ事実の取調べが違法となることはない。 

イ．Ⅰの見解に対しては、捜査機関による身体拘束の濫用という問題の本質を無視する考え

方であるとの批判がある。 

ウ. Ⅱの見解では、Ｂ事実による身体拘束期間にＢ事実の取調べと並行してＡ事実の取調べ

を行った場合でも、その身体拘束は違法になる。 

エ．Ⅱの見解に対しては、逮捕・勾留の場面において、裁判官が捜査機関の意図・目的を審

査することは現実的には容易ではないとの批判がある。 

オ．Ⅲの見解は、逮捕・勾留期間につき、その理由とされた被疑事実について被疑者の逃亡・

罪証隠滅を防止した状態で起訴・不起訴の決定に向けた捜査を行う期間であると捉える

考えと整合する。 
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１．ア イ  ２．ア ウ  ３．イ ウ  ４．イ エ  ５．ウ エ  ６．ウ オ 

 

第６問 

 次のⅠ及びⅡの【見解】は、刑事訴訟法第２２０条第１項第２号及び同条第３項が、被疑

者を逮捕する場合において必要があるときは、「逮捕の現場」で令状を必要とせずに捜索差

押えをすることができるとしている根拠に関する考え方を述べたものである。これらの【見

解】に関する後記アからオまでの【記述】のうち、誤っているものの組合せは、後記１から

６までのうちどれか。１つ選びなさい。 

【見解】 

Ⅰ．逮捕の現場には証拠の存在する蓋然性が一般的に高いため、裁判官による事前の令状審

査を行う必要性がないことを根拠とする見解 

Ⅱ．逮捕の際には被逮捕者により証拠が隠滅されるおそれが高いため、これを防止して証拠

を保全する緊急の必要性があることを根拠とする見解 

【記述】 

ア．Ⅰの見解に立つと、捜索差押えをすることができるのは、証拠が存在する蓋然性が一般

的に高いと認められる場所においてであると考えることになるため、逮捕が被疑者の隣

人方でなされた場合、当該隣人方のほか、被疑者方でも捜索差押えを実施することができ

る。 

イ．Ⅰの見解に立っても、逮捕が被疑者ではない第三者の住居でなされた場合、逮捕の理由

とされた被疑事実に関する証拠の存在を認めるに足りる状況がなければ、当該住居で捜

索差押えを実施することは違法であり、許されない。 

ウ．Ⅰの見解に立っても、Ⅱの見解に立っても、捜索差押えの対象となる証拠は、逮捕の理

由とされた被疑事実と関連する物に限られる。 

エ．Ⅱの見解に立つと、捜索差押えをすることができるのは、逮捕の際に被疑者が証拠を隠

滅することが可能な場所においてであると考えることになるため、逮捕が被疑者方の一

室でなされた場合に、捜索差押えができるのは、逮捕がなされた時点で被疑者の手が届く

場所に限られ、当該一室全体において実施することができるとは考えられない。 

オ．Ⅱの見解に立っても、捜索差押えの要件として、被逮捕者が証拠を隠滅する具体的な危

険が認められることが要求されることにはならない。 

１．ア ウ   ２．ア エ  ３．イ ウ  ４．イ エ   ５．ウ エ ６．エ オ 

 

第７問 

 次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記１から６までのうちどれ

か。１つ選びなさい。 

ア．司法警察職員から出頭を求められた被疑者は、逮捕勾留されている場合を除いては、そ

の出頭を拒むことはできないが、出頭後、いつでも退去することができる。 
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イ．検察官又は検察事務官は、裁判員の参加する合議体で取り扱うべき事件について逮捕又

は勾留されている被疑者を取り調べるときは、被疑者の供述及びその状況を録音及び録

画を同時に行う方法により記録媒体に記録しておかなければならないが、これ以外のと

きは、記録媒体に記録することはできない。 

ウ．司法警察職員は、被疑者の供述録取書につき、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞か

せて、誤りがないかどうかを問うことができるが、被疑者が、被疑者が調書に誤りのない

ことを申し立てたときは、これに署名押印しなければならない。 

エ．司法警察職員は、身体を拘束された被疑者を検察官に送致する手続をとった後も、検察

官から指示を受けたときは、被疑者を取り調べなければならないが、指示を受けない場合

でも、犯罪の捜査をする必要があるときは、これを取り調べることができる。 

オ．司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした被疑者以外の者が、公判期日において

は前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、そのものの供述が犯罪の証明に

欠くことができないと認められない場合には、第１回の公判期日前に限り、検察官は、裁

判官にその者の証人尋問を請求することができる。 

１．ア イ  ２．ア ウ  ３．イ ウ  ４．イ オ  ５．ウ エ  ６．エ オ 

 

第８問 

次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記１から６までのうちどれ

か。１つ選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。 

ア．裁判所は、被告人の私選弁護人の数を制限することはできない。 

イ．被告人に氏名を記載することができない合理的な理由がないのに、被告人の署名のない

弁護人選任届によってした私選弁護人の選任は無効である。 

ウ．被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立し

て私選弁護人を選任することができる。 

エ．勾留を請求された被疑者は、国選弁護人の選任を請求するに当たり、その資力のいかん

を問わず、あらかじめ、その勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄

する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に私選弁護人の選任の申出をしていなけれ

ばならない。 

オ．特定の被疑事実について裁判官に選任された被疑者の国選弁護人は、当該被疑事実につ

いての勾留が取り消され、被疑者が釈放されたとしても、当該被疑事実について検察官の

終局処分がされるまでは、被疑者の国選弁護人としての地位を失うことはない。 

１．ア イ  ２．ア ウ  ３．イ ウ ４．イ オ ５．ウ エ ６．エ オ 

 

第９問 

次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記１から６までのうち

どれか。１つ選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。 

ア．「乙と共謀の上、Ｖに対し、殺意をもって、甲が、Ｖの頸部を絞め付け、窒息死させて

殺害した」という殺人の共同正犯の訴因で起訴された甲について、「乙と共謀の上、Ｖに
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対し、殺意をもって、甲又は乙あるいはその両名において、Ｖの頸部を絞め付け、窒息死

させて殺害した」という事実を認定するには、公判で、殺害行為を行ったのが甲と乙のい

ずれなのかが争点となっていたのであれば、訴因変更の手続を要しない。 

イ．「ブレーキペダルと間違えてアクセルペダルを踏んだ過失により、自車を前方のＡ運転

の自動車に追突させ、Ａに傷害を負わせた」という過失運転致傷の訴因で起訴された甲に

ついて、「Ａ車の後ろに進行接近する際、ブレーキをかけるのが遅れた過失」を認定する

には、訴因変更の手続を要する。 

ウ．「Ａに暴行を加えて現金を強取した」という強盗の訴因で起訴された甲について、「Ａを

脅迫して現金を交付させた」という恐喝の事実を認定することは、縮小認定に当たるので、

訴因変更の手続を要しない。 

エ．日時、場所、方法を特定した覚醒剤使用の訴因を、別の日時、場所、方法の覚醒剤使用

の訴因に変更することは、いずれの訴因も被告人の尿中から検出された同一の覚醒剤の

使用行為に関するものである場合であっても、公訴事実の同一性を欠くため、許されない。 

オ．「Ａ方に侵入し、現金２０万円を窃取した」という住居侵入・窃盗の訴因を、別の日時

に「Ｂ方に侵入し、現金１０万円を窃取した」という住居侵入・窃盗の訴因に変更するこ

とは、両訴因の事実が、実体法上は常習特殊窃盗罪を構成する場合であっても、公訴事実

の同一性を欠くため、許されない。 

１．ア イ ２．ア エ ３．イ ウ ４．イ オ ５．ウ エ ６．エ オ 

 

第 10問 

次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記１から６までのうちどれ

か。１つ選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。 

ア．検察官は、刑事事件の通常の第一審公判手続における冒頭手続において、冒頭陳述を行

う。 

イ．裁判長は、刑事事件の通常の第一審公判手続における冒頭手続において、検察官の起訴

状の朗読に先立ち、人定質問を行う。 

ウ．必要的弁護事件において、裁判所が弁護人出頭確保のための方策を尽くしたにもかかわ

らず、被告人が、弁護人の公判期日への出頭を妨げるなど、弁護人が在廷しての公判審理

ができない状態を生じさせ、かつ、その事態を解消することが極めて困難な場合には、公

判期日に弁護人が出頭しなくとも、開廷することができる。 

エ．検察官は、証拠調べが終わった後の事実及び法律の適用についての意見の陳述において、

量刑についての意見を述べることはできるが、無罪である旨の意見を述べることはでき

ない。 

オ．被告人又は弁護人は、公判前整理手続に付されていない事件についても、証拠により証

明すべき事実があるときは、裁判所の許可がなくとも、検察官が冒頭陳述をした後、冒頭

陳述をすることができる。 

１．ア イ ２．ア エ ３．イ ウ ４．イ オ ５．ウ エ ６．エ オ 
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第 11問 

次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記１から６までのうち

どれか。１つ選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。 

ア．共謀共同正犯における共謀の事実は、共謀共同正犯における「罪となるべき事実」に含

まれるから、刑事訴訟法の規定により証拠能力が認められ、かつ、公判廷における適式な

証拠調べを経た証拠による証明を要する。 

イ．刑事裁判における有罪認定に必要とされる「合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の

立証」とは、反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく、反対事実

が存在するとの疑いをいれる余地があっても、健全な社会常識に照らして、その疑いに合

理性がないと一般的に判断される場合には、有罪認定を可能とする趣旨である。 

ウ．情況証拠は、一般的に、目撃供述や被告人の自白といった直接証拠に比べて証明力が低

いから、情況証拠によって事実を認定すべき場合には、直接証拠によって事実を認定すべ

き場合よりも証明の程度が高度である必要がある。 

エ．証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねられるが、裁判官の恣意的な判断を許すも

のではないから、その判断は、論理則や経験則に照らし合理的なものでなければならない。 

オ．略式手続は、公判を開くことなく書面審理によって行われる簡易な手続であるから、犯

罪の証明の程度は、証拠の優越で足りる。 

１．ア イ ２．ア ウ ３．イ ウ ４．イ エ ５．ウ オ ６．エ オ 

 

第 12問 

次の【判例】は、窃盗被疑事実の嫌疑に基づいて逮捕（以下「本件逮捕」という。）され

た被疑者からその日のうちに任意で尿が採取され（以下「本件採尿」という。）、その尿につ

いての鑑定書（以下「本件鑑定書」という。）が覚醒剤自己使用の事実を立証するための証

拠として提出された事案において、その証拠能力を否定した最高裁判所の判例（覚せい剤取

締法違反等被告事件に係る最高裁判所平成１５年２月１４日第二小法廷判決・刑集５７巻

２号１２１頁）を抜粋したものである。後記アからオまでの【記述】のうち、【判例】に整

合しないものは幾つあるか。後記１から６までのうちから 1 つ選びなさい。 

【判例】 

「本件逮捕には、逮捕時に逮捕状の呈示がなく、逮捕状の緊急執行もされていない（中略）

という手続的な違法があるが、それにとどまらず、警察官は、その手続的な違法を糊塗する

ため、（中略）逮捕状へ虚偽事項を記入し、内容虚偽の捜査報告書を作成し、更には、公判

廷において事実と反する証言をしているのであって、本件の経緯全体を通して表れたこの

ような警察官の態度を総合的に考慮すれば、本件逮捕手続の違法の程度は、令状主義の精神

を潜脱し、没却するような重大なものであると評価されてもやむを得ないものといわざる

を得ない。そして、このような違法な逮捕に密接に関連する証拠を許容することは、将来に

おける違法捜査抑制の見地からも相当でないと認められるから、その証拠能力を否定すべ

きである（中略）。」 
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「本件採尿は、本件逮捕の当日にされたものであり、その尿は、上記のとおり重大な違

法があると評価される本件逮捕と密接な関連を有する証拠であるというべきである。ま

た、その鑑定書も、同様な評価を与えられるべきものである。」 

【記述】 

ア．本件逮捕は窃盗被疑事実の嫌疑に基づくものである一方で、本件採尿やその尿の鑑定

は覚醒剤自己使用の被疑事実の嫌疑に基づくもので、本件鑑定書は後者の事実の立証

に用いられるものであるから、本件逮捕の違法が、本件鑑定書の証拠能力に影響を及ぼ

すことはない。 

イ．違法収集証拠排除法則によって証拠が排除されるための要件である「違法の重大性」

と「排除相当性」のうち、「違法の重大性」は、手続の客観的な違法の程度に着目する

ものであるから、その要件を充足するか否かの判断に際して、捜査機関側の主観的事情

が考慮されることはない。 

ウ．本件逮捕の違法を糊塗する目的でされた逮捕状への虚偽記載や公判廷での事実に反

する証言等は、本件逮捕後にされたものではあるが、これらの行為の存在が本件逮捕自

体の違法性の程度に影響を及ぼすことがある。 

エ．違法な手続と最終的に獲得された証拠との間の因果性（関連性）の程度は、「違法の

重大性」の判断における考慮要素であり、「排除相当性」の判断においては考慮されな

いから、本件逮捕と本件鑑定書との間の因果性（関連性）の程度が、本件鑑定書の「排

除相当性」の判断に影響を及ぼすことはない。 

オ．鑑定は専門家によって客観的になされるものであり、その結果を記載した鑑定書は定

型的に高度の信頼性を有する証拠といえるから、鑑定の対象となる尿が本件のように

逮捕当日に被疑者から任意提出されたもので、重大な違法を伴う逮捕と密接に関連す

るものであったとしても、そのことが、尿の鑑定書の証拠能力に影響を及ぼすことはな

い。 

１．０個 ２．１個 ３．２個 ４．３個 ５．４個 ６．５個 

 

第 13問 

次のⅠないしⅢの【見解】は、刑事訴訟法第３１９条第１項で任意にされたものでない疑

いのある自白（不任意自白）を証拠とすることができないと定められている根拠に関するも

のである。【見解】に関する後記アからオまでの【記述】のうち、誤っているものの組合せ

は、後記１から６までのうちどれか。１つ選びなさい。 

【見解】 

Ⅰ．任意にされたものでない疑いのある自白は、その内容が虚偽であるおそれがあり、誤判

防止のため排除されるべきとする見解 

Ⅱ．任意にされたものでない疑いのある自白は、黙秘権を保障するため排除されるべきとす

る見解 

Ⅲ．任意にされたものでない疑いのある自白は、違法な手続により得られた結果として排除

されるべきとする見解 
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【記述】 

ア．Ⅰの見解によれば、強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後

の自白は、不任意自白の例示とみることができる。 

イ．Ⅰの見解によれば、不任意自白に基づき発見された物は、関連性が不任意自白によらな

ければ証明されない場合であっても、証拠として許容される。 

ウ．Ⅱの見解に対しては、黙秘権を侵害して得られた自白の証拠能力が否定されるのは黙秘

権保障の内容そのものであり、黙秘権と自白法則を混同しているという批判がある。 

エ．Ⅲの見解によれば、取調官が偽計を用いて得た供述は、供述者の主観的な心理状態に影

響を及ぼした疑いがある場合に限り、証拠能力が否定される。 

オ．Ⅲの見解に対しては、違法な手続により得られた自白の全てが任意にされたものでない

疑いがあるとはいえないから、そのような自白が全て刑事訴訟法第３１９条第１項に

より排除されるとするのであれば、規定の文言上無理があるという批判がある。 

１．ア イ ２．ア ウ ３．イ ウ ４．イ エ ５．ウ オ ６．エ オ 

 

第 14問 

次の【見解】は、刑事訴訟法第３２８条の趣旨及び同条によって許容される証拠の範囲に

関するものである。後記アからオまでの【証拠】のうち、【見解】に照らし、同条によって

許容される証拠に当たらないものの組み合わせは、後記１から６までのうちどれか。１つ選

びなさい。なお、被告人ＡがⅤを包丁で刺して殺害したとする殺人被告事件の公判期日にお

いて、本件犯行当日に犯行を目撃したとするＷが、「Ｖを包丁で刺したのはＡでした。」と証

言しているものとする。また、いずれの証拠との関係でも、同法第３２６条の同意はなされ

ていないものとする。 

【見解】 

「刑事訴訟法第３２８条は、公判準備又は公判期日における被告人、証人その他の者の供述

が、別の機会にしたその者の供述と矛盾する場合に、矛盾する供述をしたこと自体の立証を

許すことにより、公判準備又は公判期日におけるその者の供述の信用性の減殺を図ること

を許容する趣旨のものであり、別の機会に矛盾する供述をしたという事実の立証について

は、同法が定める厳格な証明を要する趣旨であると解するのが相当である。 

そうすると、同条により許容される証拠は、信用性を争う供述をした者のそれと矛盾する

内容の供述が、同人の供述書、供述を録取した書面（同法が定める要件を満たすものに限る。）

又は同人の供述を聞いたとする者の公判期日の供述の中に現れている部分に限られるとい

うべきである。」 

【証拠】 

ア．Ｗの知人Ｚによる、「Ｗは、本件の翌日に、『私は昨日ＢがⅤを包丁で刺すのを見た。』

と言っていた。」とする公判期日の供述 

イ．本件当日の日付のＷの日記で、「今日ＢがⅤを包丁で刺すのを見てしまった。」との記載

があるもの 
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ウ．Ｗが本件の捜査段階において司法警察員Ｋの聞き込みに応じてした「私はＢがⅤを包丁

で刺すのを見た。」という供述が記載されている、Ｋ作成に係る捜査報告書で、Ｗの署名

及び押印がないもの 

エ．Ｗが本件の捜査段階において司法警察員の取調べを受けてした「私はＢがⅤを包丁で刺

すのを見た。」という供述を録取した書面で、Ｗの署名及び押印があるもの 

オ．Ｗとは別の地点から本件を目撃したとするＹが本件の捜査段階において検察官の取調

べを受けてした「私はＢがⅤを包丁で刺すのを見た。」という供述を録取した書面で、Ｙ

の署名及び押印があるもの 

１．ア イ ２．ア ウ ３．イ ウ ４．イ エ ５．ウ オ ６．エ オ 

 

第 15問 

次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記１から６までのうち

どれか。１つ選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。 

ア．被告人甲がＡを殺害した旨の訴因について有罪判決が確定した後、検察官は、乙が甲と

共謀の上でＡを殺害した旨の事実で乙を起訴することができる。 

イ．有罪の確定判決について、再審開始の決定が確定したとしても、再審の判決が確定する

までは、再審の請求の対象となった確定判決は、その効力を失わない。 

ウ．殺人被告事件で勾留中の被告人につき無罪判決が宣告された場合、その判決宣告の時点

で、被告人に対する勾留状はその効力を失う。 

エ．殺人罪の訴因について無罪判決が確定した後、検察官が被告人の有罪を立証するに十分

な証拠が新たに発見されたとして、再度、同事件の被告人を同一事実で起訴した場合、裁

判所は、改めて審理し、有罪の判決をすることができる。 

オ．告訴がないまま起訴された器物損壊事件において、公訴棄却の判決が確定した場合、検

察官は、その後に被害者から告訴を得たとしても、再度、同事件の被告人を同一事実で起

訴することはできない。 

１．ア イ ２．ア ウ ３．イ ウ ４．イ エ ５．ウ オ ６．エ オ 

 

以 上 


